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雨水出水浸水想定区域の指定・公表について 

令和 3 年の水防法一部改正に伴い、市町村長は雨水出水による浸水想定区域を指定

し、公表することが定められました。 

これに基づき、公共下水道全体計画区域（雨水）及び都市下水路排水区域内におい

て想定最大規模の降雨による浸水想定区域を定めましたので公表いたします。 

 

 水防法（抄）                                   （昭和二十四年六月四日） 

（法律第百九十三号） 

（雨水出水浸水想定区域） 

第十四条の二 

１ 略 

２ 市町村長は、当該市町村が管理する次に掲げる排水施設について、雨水出水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又

は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規

模降雨により当該排水施設に雨水を排除できなくなつた場合又は当該排水施設（第一号に掲げる排水施設にあつては、

第十三条の二第二項の規定による指定に係るポンプ施設又は貯留施設に接続する排水施設を含む。）から河川その他

の公共の水域若しくは海域に雨水を排除できなくなつた場合に浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域として

指定するものとする。 

一 第十三条の二第二項の規定による指定に係る排水施設 

二 下水道法第二十五条の二に規定する浸水被害対策区域内に存する公共下水道等の排水施設 

三 特定都市河川浸水被害対策法第三条第三項（同条第五項において準用する場合を含む。）及び第四項から第六項 

までの規定により指定された特定都市河川流域内に存する公共下水道等の排水施設 

四 前三号に掲げるもののほか、雨水出水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該 

当する公共下水道等の排水施設 

３ 前二項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を明

らかにしてするものとする。 

４ 都道府県知事又は市町村長は、第一項又は第二項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところに

より、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、都道府県知事にあつては、関係市町村の長に通知しな

ければならない。 

５ 前二項の規定は、第一項又は第二項の規定による指定の変更について準用する。
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浸水深等の表示 

雨水出水浸水想定区域において、各メッシュの浸水深を整理する。浸水深のランク分けや

表示については、「内水浸水想定区域図作成マニュアル（案）」（令和3年7月、国土交通省）

を参考とし、浸水情報が正確に伝わるようにわかりやすくする。浸水深の配色については、

内水浸水想定区域図作成マニュアルの詳細版（図 1）を参考とし、国土交通省が提供するハ

ザードマップのポータルサイトである「重ねるハザードマップ」の凡例に従い、浸水深 0m
～0.1m の範囲は表示しない凡例（表 1）を採用した。 

 

 
図 1 浸水ランクの色分け（詳細版） 

 
表 1 浸水深凡例（採用） 

色分け R G B

20m ～ 220 122 220

10m ～ 20m 242 133 201

5m ～ 10m 255 145 145

3m ～ 5m 255 183 183

1m ～ 3m 255 216 192

0.5m ～ 1m 248 225 166

0.3m ～ 0.5m 247 245 169

0.1m ～ 0.3m 255 255 179

浸水深


